
第４次港区観光振興プラン（素案）から区民意見を踏まえて修正した主な内容

No 第４次港区観光振興プラン（素案）　〔令和５年１１月〕 第４次港区観光振興プラン（案）　〔令和６年２月〕
P P

2 29-30 ■５　第３次港区観光振興ビジョン（後期３年）の取組状況
　港区では、平成30（2018）年３月に「第３次港区観光振興ビジョン　前期計
画」を策定し、「訪れたくなるまち、憧れの港区」の実現に向けて、計画事業に
取り組んできました。

　　　　図表24：「第３次港区観光振興ビジョン」の主な取組

23-25 ■５　第３次港区観光振興ビジョン（後期３年）の取組状況
　港区では、平成30（2018）年３月に「第３次港区観光振興ビジョン前期計画」を策定し、その後、令和３（2021）年
３月に後期３年の見直しを行い、「訪れたくなるまち、憧れの港区」の実現に向けて、計画事業に取り組んできまし
た。後期３年における各施策に紐づく全91の取組の進捗は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも62の取組
（68.1％）で予定どおり又は予定より進んでいる状況となりました。

　　　　　　　　　　　図表24：「第３次港区観光振興ビジョン」（後期３年）の主な取組

図表25：「第３次港区観光振興ビジョン」（後期３年）における取組の進捗状況

　　　　　　　　　　※進捗遅延の主な要因は、新型コロナウイルス感染症流行に伴う取組内容の見直し、優先度の低下である。
　　　　　　　　　　※未実施の主な要因は、コロナ禍で影響を受けていた区内観光産業活性化のための取組＊を最優先に行
　　　　　　　　　　う必要があったためである。
　　　　　　　　　　＊【コロナ禍における取組】
　　　　　　　　　　　・キャッシュレスで「トキメク、ミナトク。」地元応援キャンペーン（令和３（2021）年度実施）
　　　　　　　　　　　・宿泊補助事業「トキメク、ミナトク。お得に宿泊キャンペーン」（令和４（2022）年度実施）

寄せられた区民意見

現行計画（第３次港区観光振興ビジョン[後期計画]）の取組状況の成果に関する記述がないまま、現状と課題の
整理が記載されているため、第４次港区観光振興プランへの移行の根拠となるものがわかりづらい。

施策 主な取組 

１ 

快適で安全・安心

な都市観光を満

喫できる環境づ

くり 

(１)日本・東京の玄関口としての観光案内機能の充実 

・港区観光インフォメーションセンターの拡充 

・札の辻スクエアにおける港区観光インフォメーションセンターの整備 

・観光・街区案内標識の充実によるまち歩きの利便性向上 

 

(２)新型コロナウイルス感染症の状況に応じた観光客の受入体
制の整備 

・地域の魅力再発見に向けた観光ルートの開発 

・各事業におけるキャッシュレス導入 

・オンラインの活用 

 

(３)安全・安心で誰もが楽しめる観光基盤の整備 

・ボランティアによる外国人サポート 

・おもてなし力向上のための外国人習慣等の情報提供 

・「バリアフリーまち歩き MAP in 港区」の活用促進 

・港区観光ボランティアの会との連携促進 

２ 

地域資源の魅力

の再発見・再認識

と回遊ルートの

創出 

(１)多彩な魅力や各地区の特性を生かした観光資源の開発 

・歴史資源を活用したまち歩き等の実施 

・大使館等を巡るまち歩きツアーの実施 

・港区内観光関連事業者等の連携会議の開催 

・ナイトタイムエコノミーの推進 

 

(２)新しい生活様式に応じたまち歩きルート・観光ルートの開発 

・水辺資源を活用した観光体験の開発 

・魅力的な観光ルートの開発と人気の高い観光ルートの定番化 

・自転車シェアリングを活用した観光ルートの開発 

３ 

多様な主体との

連携による観光

振興と観光関連

産業の育成 

(１)区民、民間、全国各地域と連携した観光振興 
・民間との連携による観光情報の提供 

・港区観光大使の活用 

・近隣区と連携した観光振興 

 

 

(２)東京 2020 大会を契機とした新たな観光需要の持続・発展 
・新駅周辺地域のにぎわいづくりに向けた取組 

 

４ 

統計データの分

析・活用による市

場動向の把握と

効果的なマーケ

ティングの実施 

(１)観光関連統計の分析・活用による市場動向の把握 
・観光動態基礎調査の継続実施 

・オープンデータの活用 

 

(２)観光マーケティングへの活用 

・観光客の行動段階に応じたマーケティング戦略の検討 

５ 

戦略的なシティ

プロモーション

の推進 

(１)観光情報の収集・管理と発信手段の多様化 

・港区ワールドプロモーション映像の発信 

・「シティプロモーションシンボルマーク」の活用促進 

・観光情報のＳＮＳによる発信 

・多言語に対応した外国人向け観光情報の充実 

 

 

(２)観光客の視点に立った情報発信の強化 

・タイムリーな情報発信 

 

施策 主な取組 

                             　　 　  進捗状況
施策

取組数

１．快適で安全・安心な都市観光を満喫
　　できる環境づくり 28 18 64.3% 1 3.6% 9 32.1% 0 0.0%

２．地域資源の魅力の再発見・再認識と
　　回遊ルートの創出 28 20 71.4% 1 3.6% 6 21.4% 1 3.6%

３．多様な主体との連携による観光振興と
　　観光関連産業の育成 13 7 53.8% 1 7.7% 4 30.8% 1 7.7%

４．統計データの分析・活用による市場動向
　　の把握と効果的な観光マーケティングの
　　実施

3 2 66.7% 0 0.0% 1 33.3% 0 0.0%

５．戦略的なシティプロモーションの
    推進 19 15 78.9% 1 5.3% 2 10.5% 1 5.3%

全   体 91 62 68.1% 4 4.4% 22 24.2% 3 3.3%

進捗良好 進捗遅延 未実施 廃止

1



3 35-36 ■２　めざすべき姿に向けた目標設定 30-31 ■２　めざすべき姿に向けた目標設定

No 第４次港区観光振興プラン（素案）　〔令和５年１１月〕 第４次港区観光振興プラン（案）　〔令和６年２月〕
P P

寄せられた区民意見

寄せられた区民意見

コロナ禍で改定した現行計画の目標に対する令和５年度の目標達成度やその検証が必要。また、各目標の令和５
年度の目標値との乖離をどう捉えているのかを踏まえて、令和８年度の目標を検討すべきではないか。また、新
たな目標値についても、次回調査から追加項目になるので現時点では実績なしだが、区の意志としての目標数字
を記載すべき。

No 第４次港区観光振興プラン（素案）　〔令和５年１１月〕 第４次港区観光振興プラン（案）　〔令和６年２月〕
P P

4 40 ■４　施策の体系
めざすべき姿を実現するための施策と事業を以下のとおり示します。
　　　　　　　　　　　　　　　施策の体系図

35-40 ■４　施策の体系
めざすべき姿を実現するための施策と事業を以下のとおり示します。
　　　　　　は、本プランで新たに計上した取組です。
　　　　　　は、アフターコロナに向けて観光需要が急速に回復している今、特に重点的に取り組むべき事業です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施策の体系図

重点事業の選定基準はあるのか。加重施策や具体的な強化策など検討されるのか。重点事業に位置付けた背景が
あるとイメージしやすい。

目標値１：延べ宿泊者数                      
 
港区は東京都内トップの宿泊客室数を有しており、ビジネス客も含めて広義な観光客の受入れ

が観光振興効果を高めます。 
平成 28（2016）年 

795 万人 

令和元（2019）年 

797 万人 

 令和５（2023）年

431 万人

 令和８（2026）年 

900 万人 

※宿泊旅行統計調査（観光庁）の「延べ宿泊者数（港区）」を利用 

【目標値設定の根拠】 

 コロナ禍前に定めた第３次港区観光振興ビジョンでは、前期計画で定めた中間時点（令和２（2020）

年）の目標値である 800 万人はほぼ達成（797 万人）していたことから、前期計画で令和５（2023）

年に目標値として定めていた 900 万人を採用。 

目標値２：観光客の満足度                      
 
港区を訪れた観光客が快適に都市観光を満喫し満足度を高めることが周囲への波及効果につ

ながります。 
平成 28（2016）年 

日本人：70.4％ 

外国人：88.8％ 

令和元（2019）年 

日本人：71.2％ 

外国人：94.2％ 

 令和５（2023）年 

日本人：73.6％ 

外国人： -  

 令和８（2026）年 

日本人：80.0％ 

外国人：94.2％以上 

※港区観光動態基礎調査（港区）の「日本人来訪者・訪日外国人の港区観光の満足度」を利用 

【目標値設定の根拠】 

 日本人については、第３次港区観光振興ビジョン後期計画の目標値が「80.0」％であったことか

ら、本プランでも設定。 

 外国人については、コロナ禍の入国制限で訪日しておらず、令和４年度の訪日外国人調査が未実

施であるため、第３次港区観光振興ビジョン後期計画の実績値「94.2％」以上と設定。 

参考目標値：観光消費額                        
 
港区は他都市と比較して、多くの宿泊業、飲食サービス業があるなど、都内での観光消費を牽

引しています。多くの観光客に港区での消費活動を促すことにより、都内での観光消費額の拡大

をめざします。 
平成 28（2016）年 

５兆 6,898 億円 

令和元（2019）年 

６兆  401 億円 

 令和５（2023）年

２兆 9235 億円

 令和８（2026）年 

６兆円 

※東京都産業労働局「東京都観光客数等実態調査」を利用 

【目標値設定の根拠】 

 東京都「PRIME 観光都市・東京 東京都観光産業振興実行プラン」では、令和 12（2030）年に 8.7

兆円という目標を定めているものの、年次ごとの目標設定は無いことから、航路便の回復や旅行

スタイルの変化等を考慮し、第３次港区観光振興ビジョン後期計画の目標値６兆円を採用。 

新規事業
重点事業

目標値１：延べ宿泊者数                   

港区は東京都内トップの宿泊客室数を有しており、ビジネス客も含めて広義な観光客の受入れ

が観光振興効果を高めます。 
令和元（2019）年 

797 万人（目標：900 万人） 

 令和５（2023）年 

431 万人（目標：800 万人）

 令和８（2026）年

900 万人以上 

※宿泊旅行統計調査（観光庁）の「延べ宿泊者数（港区）」を利用

【目標値設定の根拠】 

 アフターコロナに向けて、観光需要が回復傾向であるため、コロナ禍前に定めた令和元（2019）

年の目標値を上回る「900 万人以上」と設定。 

目標値２：観光客の満足度                      

港区を訪れた観光客が快適に都市観光を満喫し満足度を高めることが周囲への波及効果につ

ながります。 
令和元（2019）年 

日本人：71.2％（目標：75.0％） 

外国人：94.2％（目標：94.0％） 

 令和５（2023）年 

日本人：73.6％（目標：80.0％）

外国人: - （目標：100％に

近づける）

 令和８（2026）年 

日本人:80.0％ 

外国人：94.2％以上

※港区観光動態基礎調査（港区）の「日本人来訪者・訪日外国人の港区観光の満足度」を利用

【目標値設定の根拠】 

 日本人については、令和５（2023）年の目標値が「80.0％」であったことから、本プランでも設

定。 

 外国人については、訪日外国人調査（令和４年度）がコロナ禍の入国制限で未実施であるため、

令和元（2019）年の実績値「94.2％」以上と設定。 

参考目標値：観光消費額                        

港区は他都市と比較して、多くの宿泊業、飲食サービス業があるなど、都内での観光消費を牽

引しています。多くの観光客に港区での消費活動を促すことにより、都内での観光消費額の拡大

をめざします。 
令和元（2019）年 

６兆 401 億円   

 令和５（2023）年

２兆 9,235 億円 

（目標：６兆円）

 令和８（2026）年 

６兆円以上 

※東京都産業労働局「東京都観光客数等実態調査」を利用

【目標値設定の根拠】 

 東京都「PRIME 観光都市・東京 東京都観光産業振興実行プラン」では、令和 12（2030）年に 8.7

兆円という目標を定めているものの、年次ごとの目標設定は無いことから、令和元（2019）年の

実績値と令和５（2023）年の目標値を参考に、「６兆円以上」と設定。 
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No 第４次港区観光振興プラン（素案）　〔令和５年１１月〕 第４次港区観光振興プラン（案）　〔令和６年２月〕
P P

取組においては、具体的な取組内容を1項目1つでも記載した方が良い。全取組が広義な表現で、掲げただけにな
らないよう施策の実施の有無や、進捗を確認できる記載が良いと思う。

5 47-62 ■第４章　港区の観光振興施策
（掲載例）

42-65 ■第４章　港区の観光振興施策
（掲載例）

寄せられた区民意見

取組８ 水辺資源を活用した観光体験の創出【重点事業】 
 
 

 東京湾や運河を有する港区の魅力の１つして、舟運ツアーや水陸両用バスによる観光、運河に架

かる橋りょうのライトアップを活用した観光振興を行います。 

取組９ ナイトタイムエコノミーの推進【重点事業】 
 
 

 港区の多彩な夜の魅力を紹介し、安全・安心に配慮した港区ならではの夜の観光を提供します。

また、安全・安心の観点から MINATO フラッグ事業者をＰＲします。 
 近隣区等と連携したナイトタイムエコノミーの推進を検討します。 
 港区の夜を彩る魅力的な観光資源を効果的に活用し、多様な取組の実現と持続的な港区ならでは

のナイトタイムエコノミーの推進を図るため、日没後から早朝にかけて実施する事業に係る経費

の一部を補助します。 

（MINATOフラッグ） （港区ナイトタイムエコノミー補助金事業 事業例）
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